
資料３・４

三木市手話施策事業実施目標数値（案）
計画期間　令和６年度～令和１０年度(５年間)



具体的な計画 令和５年度  実施状況 令和６年度　目標 令和10年度　目標

①広報活動

・広報で特集記事を９月に
掲載
・定期的に広報・SNSなど
に情報を掲載している

・広報・SNSを使用し情報
発信を行う

・広報・SNSを使用し情報
発信を行う

②手話動画の配信
ユニバーサル動画作成事
業

・１０本作成済
　のべ３０本作成

・１０本作成
　のべ４０本作成

・毎年１０本作成
　のべ８０本作成

③手話啓発に関するポス
ターを募集

・低学年１名、
 中学生１２名、
 計１３名の応募

・計１５名の応募 ・計２５名の応募

④手話まつりを開催

・９月２４日開催
　AM　体験等(１７名)
　PM　謎解きゲーム
　(３８名)

・９月２９日開催予定
　PM　講演会
　参加者　７０名

・毎年９月末開催予定
　参加者　１００名

⑤ブルーライトアップにて啓
発

・９月２２日(金)
　　　　　　　　　　～２８日(木)
・三木市役所前オブジェ
・㈱岡田金属工業所正面
時計台

・９月２２日（日）～３０日
（月）
市内３か所で実施予定

・毎年９月２２日～実施
　市内５か所で実施

⑥絵本の読みかたり開催 ・年４回実施 ・年４回実施 ・年４回実施

⑦市民向け手話啓発講座
の実施

・３月９日（土）午後
　１５名参加

・３月木曜日午前実施
　予定
　参加者　１５名

・毎年１回以上実施
　参加者　２０名

（１）手話及び聴覚障害に対する理解の促進を図るための施策   
　（手話条例第３条第1項第1号）

２－(1)ア
手話が言語として認知さ
れ、聴覚障害についての市
民の理解が深まるよう、市
の広報紙やパンフレット等
により啓発を行う。

２－(1)イ
市民が手話に親しむこと
ができるよう、手話に関す
る講座や講習会等を開催
し、手話に対する認知度を
高める
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具体的な計画 令和５年　実施状況 令和６年度　目標 令和１０年度　目標

２－(2)ア
市の行事等に積極的に手
話通訳者等を派遣する

⑧市が主催する行事に手
話通訳者を派遣

・派遣数　２４件 ・派遣数　　２５件 ・派遣数　30件

⑨消防署員向け手話研修
会を実施

・年４回実施
　のべ３３名参加

・年４回実施(予定)
　のべ４０名参加

・年４回実施
　のべ４０名参加

⑩市職員向け手話啓発講
座等を実施する

・１１月２１日研修
　午前 （１１名）
　午後（１６名）参加

・１１月２０日（水）
　午前・午後開催予定
　２８名参加

・毎年１１月２回開催
　３５名参加

⑪市職員の手話検定取得
を目指す
※名称「放課後しゅわる」

・５月～隔週木曜日
　　　　　　　　　　(全1５回)
　申込者２５名
　手話検定　５級４名合格

・５月～隔週木曜日
　　　　　　(全１１回　予定)
　申込者　２０名
　手話検定　５名合格

・毎年５月～隔週木曜日
　　(全１１回予定)開催
　申込者　２０名
　手話検定　１５名合格

⑫小学校・中学校・特別支
援学校の児童及び生徒に
対し手話啓発講座を実施

・小学校　９校
　中学校　２校
　計１１校

・小学校　１０校
　中学校　　３校
　計１３校

・小学校　１３校
　中学校　　　６校
　特別支援学校　１校
　計　２０校(市内全校)

⑬小学校・中学校・特別支
援学校の教職員に対し研
修会を実施

・７月２８日（金）
　７名参加
　のべ参加者数　124名

・７月２６日（金）
　８名参加
　のべ参加者数　132名

・７月末開催予定
　各校１名ずつ参加
　のべ20０名参加

（２）市民が手話により情報を取得し、意思疎通を図る機会を拡大するための施策

２－(２)イ
市役所等で、手話が使い
やすい環境づくりを進める
ため、市職員に対する手話
に関する講習会を実施す
る

２-(２)ウ
小学校・中学校・特別支援
学校において、子供たちが
手話と親しみ、学ぶ活動の
実施及び教職員に対する
手話に関する研修の機会
を提供する
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具体的な計画 令和５年度　実施状況 令和６年度　目標 令和10年度　目標

２-(２)ウ
小学校・中学校・特別支援
学校において、子供たちが
手話と親しみ、学ぶ活動の
実施及び教職員に対する
手話に関する研修の機会
を提供する

⑭市内の高校生・大学生
に啓発講座を行う

・実施できず ・１校実施
・高校　２校
　大学　１校
　計　　　３校　実施

２－(2)エ
市内の事業所等において、
手話に関する理解が深ま
るよう、チラシの配布や事
業所等が行う手話講習会
等の開催を推進し、支援す
る

⑮事業所に対し手話啓発
講座実施

・事業所２か所実施
　（ワークショップ絆・
　ダイナックパートナーズ）
　のべ4事業所

・３か所実施
　のべ7事業所

・毎年３か所実施
　のべ19事業所

3



具体的な計画 令和５年度　実施状況 令和６年度　目標 令和１０年度　目標

⑯設置手話通訳者の配置
・設置手話通訳者を常時
２名配置
　設置対応数　２３２件

・設置手話通訳者を常時
２名配置
　設置対応数　２４０件

・設置手話通訳者を常時
２名配置
　設置対応数２５０件

⑰登録手話通訳者・要約
筆記者の登録数を増やす

・手話通訳者　１名
・要約筆記者　２名　登録
【のべ登録者数】
・登録手話通訳者　１７名
　(手話通訳士　 　４名)
　(手話通訳者　１０名)
・登録要約筆記者　１３名

・手話通訳者　１名
・要約筆記者　２名　登録
【のべ登録者数】
・登録手話通訳者　１8名
　(手話通訳士　  ４名)
　(手話通訳者　１０名)
・登録要約筆記者　１５名

【のべ登録者数】
・登録手話通訳者　２２名
 (手話通訳士　　５名)
 (手話通訳者　１４名)
・登録要約筆記者　２０名

⑱手話奉仕員養成講座の
開催

・４０回/年　開催
　１６名参加
　のべ130名参加
　のべ　67名修了

・４０回/年　開催
　２０名参加
　のべ150名参加
　のべ　 87名修了

・毎年４０回　開催
　参加者　２０名参加
　のべ2３０名参加

⑲手話奉仕員養成講座の
講師養成(県主催)

・開催なし
　のべ8人修了
　(ろう講師　１名)
　(聞こえる講師　７名)

・３名受講
　のべ１１名修了

・計１０名受講
　のべ２１名修了

（３）手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など手話による意思疎通支援者のための施策 

２－(3)ア
手話通訳者及び要約筆記
者等を育成する
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具体的な計画 令和５年度　実施状況 令和６年度　目標 令和１０年度　目標

⑳手話通訳者養成講座
　(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれか)
の開催
　（北播５市１町共催）

・２名養成講座に参加
　会場：多可町開催

・会場：多可町開催予定

・令和７・８年度会場：
　三木市　予定
・令和９・１０年度会場：
　小野市　予定

㉑要約筆記者養成講座の
開催（北播５市１町共催）

・パソコン要約筆記養成講
座は開催なし
啓発講座には３名参加
のべ１２名修了

・パソコン要約筆記養成
講座　開催なし
のべ１２名修了

・のべ３０名修了
(令和７・８年度会場：
　三木市)
(令和９・１０年度会場：
　小野市)

㉒登録手話通訳者の知
識・技術の向上

・現任研修
　三木市　　４回実施
　北播磨　　２回実施

・現任研修
　三木市　　　４回実施
　北播磨　   ２回実施

・現任研修
　三木市　４回実施
　北播磨　２回実施

㉓絵本の読みかたり実施
者を支援・育成

・３月２日（土）開催
　参加者　１２名

・令和７年１月２６日（日）
　令和７年２月２３日（日）
　２回開催予定

・毎年２回以上開催

㉔啓発講座等の指導者養
成講座

・ろう講師　０名
　(のべ11名登録)
・聞こえる講師　２名
　(のべ14名登録)
・講師補助　１名登録
　(のべ19名登録)

・６月９日（日）開催
　講師等　２名増やす

・講師等　のべ１０名増や
す

㉕啓発講座等の講師現任
研修

・令和６年２月２３日
（金・祝日）
　午前　講義
　午後　意見交換会

・令和６年８月４日（日）
　講義
 令和７年２月頃
　意見交換会予定

・２回(講義・意見交換会)
開催

２－(3)イ
手話の技術並びに聴覚障
害に対する理解を広げる
ための指導者を育成する

２－(3)ア
手話通訳者及び要約筆記
者等を育成する
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具体的な計画 令和５年度　実施状況 令和６年度　目標 令和１０年度　目標

㉖手話で本を楽しむ
・中央図書館
　毎月第３木曜日
　午後２時間

・中央図書館
　毎月第３木曜日
　午後２時間

・中央図書館
　毎月第３木曜日
　午後２時間

㉗遠隔手話通訳サービス
・県とシステム契約し、ネッ
トワークの構築済み

・県とシステム契約し、ネッ
トワーク構築

・県とシステム契約し、ネッ
トワーク構築

㉘NET119登録説明会 ・１２月３日（土）開催 ・１２月開催 ・１２月開催

㉙市政一直線　手話・字幕
付き動画配信

・毎月１回
　計１２回配信

・毎月１回
　計１２回配信

・毎月１回
　計１２回配信

（４）その他
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